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京丞

務

言告T

議
第
五
十
二
巻

第
六
時
肌

通

量

蝿

晶

画

持

軍

穆

昭
和
十
六
年
六
月
夜
行

論

叢

支
那
の
農
家
三
回
賦
附
加
税

八.

木

芳

之

助

朱
悔
は
「
悶
賦
附
加
稔
之
繁
東
興
農
村
経
済
之
波
落
」
な
る
論
文
中
に
於
て
、
支
郡
農
村
窮
乏
の
原
閃
を
分
っ
て
、
政
治
的
原
凶
、

経
済
的
原
因
及
び
支
然
的
原
因
の
三
つ
と
し
て
ゐ
る
。

而
し
で
先
づ
政
治
的
原
因
と
し
て
は
、

ω農
村
白
秩
序
及
び
治
安
の
素
飢
に
よ
っ
て
、
農
民
が
生
存
し
得
、
干
、
或
は
流
出
し
て
盤

臨
と
た
り
、
或
は
都
市
に
集
申
し
て
、
崎
形
的
な
る
農
民
離
村
現
象
と
病
態
的
在
る
大
都
市
の
獲
展
止
を
仰
す
と
と
、
印
税
摘
の
重

同
問
忙
桂
へ
か
ね
て
農
民
は
農
地
を
描
棄
し
て
、
大
都
市
に
集
中
し
て
生
存
を
謀
り
、
或
は
身
を
挺
し
て
除
に
走
り
、
之
が
吏
に
地
方

治
安
崩
演
の
原
因
と
在
る
こ
と
を
皐
げ
亡
ゐ
る
。

次
に
経
済
的
原
悶
と
し
て
、

ω支
那
の
工
業
化
姐
に
外
幽
仁
業
品
の
檎
入
に
主
っ
て
、
農
村
の
刷
業
半
手
工
業
が
衰
退
の
傾
向
を

支
那
の
農
家
之
町
賦
附
加
柚

第
五
ト
二
巻

六
回

第
六
競



支
那
の
農
家
と
同
賦
附
加
稔

第
五
十
二
容

六
四
四

官事
ノ、
競

辿
る
こ
と
、
間
公
債
の
税
務
に
よ
っ
て
農
付
金
融
を
澗
泌
せ
し
め
、
会
利
を
昂
騰
せ
し
め
、
ひ
い
て
農
村
都
府
側
阿
の
崩
潰
を
促
す
と
と

を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

第
三
に
叉
然
的
原
凶
と
し
て
、

ω先
づ
水
災
を
皐
げ
、
近
年
水
災
が
頻
々
と
し
て
起
り
、
~
時
間
川
河
防
が
決
涜
し
、
村
落
や
農
地
が

惹
く
沼
湖
と
化
し
、
数
省
、
数
百
燃
に
亙
る
水
害
地
帯
の
農
民
は
蹄
へ
る
に
家
左
く
、
之
に
よ
っ
て
白
か
ら
農
村
終
消
の
波
落
を
促

す
乙
と
秒
一
指
摘
し
で
ゐ
る
。

ω日
干
荒
も
ま
た
農
村
を
窮
乏
せ
し
め
る
一
国
に
し
て
、
西
北
各
省
が
最
も
甚
だ
し
〈
、
民
蘭
十
九
年
。

西
北
白
大
田
干
踏
の
如
昔
、
サ
陳
一
帯
、
赤
地
千
里
民
及
び
、
之
に
よ
っ
て
農
村
人
日
白
激
減
を
促
し
、
農
村
紋
桝
没
落
の
一
重
要
原

四
を
た
す
と
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

斯
〈
の
如
〈
朱
慢
は
支
那
農
村
窮
乏
化
の
開
閃
を
以
て
甚
だ
し
ぐ
複
雑
で
あ
る
と
注
す
と
共
に
‘
ま
た
各
州
農
村
経
済
の
波
落
原

囚
を
以
て
決
し
て
一
律
不
従
で
は
左
い
と
す
る
。
帥
ち
黄
河
流
域
白
各
特
に
於
け
る
農
村
白
窮
乏
化
は
、
水
災
及
び
旦
主
党
に
因
る
と

と
多
〈
、
江
蘇
、
所
江
に
於
て
は
工
業
化
及
び
外
図
工
業
口
問
む
輸
入
に
よ
る
と
と
多
く
、
江
北
共

ω他
白
各
省
に
於
て
は
水
災
や
治

安
の
不
定
に
よ
る
と
と
多
〈
、
ま
た
江
丙
及
び
湖
北
に
於
て
は
即
位
飢
、
モ
白
他
D
治
安
心
不
良
に
よ
る
底
が
大
で
あ
っ
た
と
し
て
ゐ

る
o

併
し
朱
悔
は
支
那
農
村
窮
乏
化
白
普
通
的
原
悶
を
探
求
し
て
、
之
を
税
捕
の
繁
主
に
蹄
し
、
特
に
田
賦
-K
税
を
運
に
超
過
す
る

同
賦
附
加
枕
己
そ
、
農
村
経
済
窮
乏
化
心
一
般
的
原
因
を
な
す
と
結
論
し
て
ゐ
る
。

思
ふ
に
支
那
は
古
来
よ
り
重
農
園
家
で
あ
り
、
商
工
業
の
溌
遣
が
幼
稚
で
あ
う
た
か
ら
、
園
栄
O
M川
政
牧
入
も
ま
た
同
賦
を
以
て

共
回
大
宗
と
な
さ
ざ
る
を
得
友
か
っ
た
。
然
る
に
阿
片
戦
争
後
、
外
園
資
本
主
義
白
侵
洛
に
よ
り
、
少
数
の
治
江
、
沿
海
地
域
に
商

工
業
白
褒
逮
を
見
る
に
至
り
、
突
い
で
図
際
貿
易
白
進
展
に
伴
仏
、
園
家
白
税
牧
源
と
し
て
は
、
吹
第

ι闘
枕
、
皆
業
税
、
統
税
牧

入
等
に
重
き
を
置
〈
に
至
っ
た
。
併
し
乍
ら
閥
税
牧
入
は

E
額
に
上
る
と
謂
ふ
も
の
A
S

、
そ
れ
は
主
と
し
で
沿
江
、
沿
海
の
各
省
に

来保、回賦附加税之繁重興農村経済之旋落(行政院農村復興委員官、
加税調査)ー頁乃至五頁。
尤時耕、同賦附加興中岡貯政(中園臨時、第二巻、第七期、民岡ご十三1.1七
且)頁。

同賦附l) 

2) 



よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
に
過
ぎ
や
、
ま
た
商
工
業
の
溌
建
も
少
数
白
都
邑
に
限
ら
れ
、
会
闘
の
大
部
分
は
向
ほ
依
然
と
し
て
農
業
に
伏

存
し
て
ゐ
る
。
今
日
と
雌
も
農
民
は
金
問
納
入
目
白
八
割
を
占
め
、
農
民
は
寸
地
に
定
着
し
て
生
活
し
て
ゐ
る
か
ら
、
各
省
の
税
牧

は
回
賦
を
以
て
北
(
の
大
宗
と
す
る
。
先
に
清
朝
康
照
五
十
二
ヰ
控
忙
発
正
二
年
の
論
で
、
回
賦
正
税
が
同
定
化
さ
れ
た
白
で
、
雨
後

税
収
の
増
加
は
専
ら
附
加
税
に
頼
る
こ
と
L
た
り
、
之
が
附
加
税
晴
徴
白
原
凶
と
た
っ
た
。
民
間
十
七
年
忙
至
り
、
園
民
政
府
が
図

同
賦
は
地
方
収
入
に
蹄
し

家
牧
入
と
地
方
牧
入
と
を
割
分
す
る
根
準
を
頒
布
し
て
土
り
後
は
、

たJ
V

備
段
従
来
各
省
は
共
の
税
収
在
し
て
賞
金
を
有
し
て
ゐ
た
が
、
民
国
二
十
年
に
至
り
賛
企
庁
も
廃
止
せ
ら
れ
、
同
駄
を
以
て
地
方

省
政
府
白
歳
入
の
大
宗
と
た
っ

収
入
。
主
要
源
泉
止
な
す
己
主
t
A

た
り
、
回
賦
附
加
税
心
増
徴
を
質
す
こ
と
h

在
っ
た
ロ
か
く
て
地
方
政
府
の
財
源
は
同
賦
、
否
そ

白
賓
は
田
賦
附
加
税
に
頼
る
こ
と
L
た
り
、
開
賦
附
加
税
は
支
那
農
民
自
最
苛
責
む
負
捨
と
な
り
、
基
だ
し
き
に
至
つ
て
は
阿
賦
附

加
税
は
五
税
を
超
過
す
る
こ
と
十
傍
供
乃
五
二
十
五
倍
(
江
蘇
、
海
門
)
に
も
山
淫
し
て
ゐ
る
。
乙
れ
今
日
出
賦
の
整
理
に
つ
い
て
諮
ら

ん
ム
」
欲
せ
ば
、
必
中
先
づ
附
加
税
白
整
理
よ
り
拍
む
べ
く
、
農
村
経
済
波
落
白
救
済
に
つ
い
て
語
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
た
必
中
附
加

税
の
軽
減
よ
り
始
む
べ
き
で
あ
る
止
謂
は
れ
る
断
以
で
あ
る
。

前
清
時
代
忙
於
て
は
、
民
心
を
牧
捜
す
る
関
係
上
、
田
賦
の
徴
税
額
hz
引
上
げ
な
い
方
針
が
採
ら
れ
て
来
た
。
己
れ
は
康
問
川
大
帝

が
漠
人
白
人
心
を
牧
捜
す
る
た
め
、
「
武
ポ
加
賦
」
と
白
上
品
酬
を
下
さ
れ
た
と
と
に
悶
巾
す
る
。
印
ち
康
照
五
十
一
年
(
一
七
三
一
年
)
の

議
、
挫
に
同
五
十
二
年
D
恩
請
に
い
ふ
、

股
耀
各
省
督
撫
葬
編
審
人
丁
数
目
。
並
未
勝
加
靖
之
数
。
章
行
同
報
。
今
海
宇
承
不
巳
A
。
戸
口
日
誌
。
砦
按
現
主
人
丁
加
徴
銭
栂
。
質
有
不
可
。

人
丁
睡
帯
。
地
畝
並
未
加
庚
。
陪
AT
庶
省
督
撫
。
勝
現
今
銭
糧
加
内
有
名
丁
数
。
母
晴
坤
端
。
永
鵠
定
額
e

嗣
後
所
生
人
了
。
不
必
徴
肱
銭
糧
。
踊
審

支
那
の
農
車
と
田
賦
附
加
枕

停
五
十
二
巻

ハ
匹
玉

第
八

蹴

満織、北文事務局調査部、河北省税制調査報告書[明和十豆年)五七頁。
東方平、問賦附加税之網検討(汗血叢書、回蹴問題研究、上)一七O頁。孫噴
村編、鹿昨苛拍雑税報告(農村復興委員曾官報、事告書、第寸ニ臨)三頁ラ
朱f梨、中岡租設問題、五九頁。
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支
那
の
農
家
主
同
賦
附
加
枕

策
五
十
二
番

四

六
回
大

第
六
掠

時
。
止
勝
噌
出
貫
教
。
察
明
男
遺
骨
題
報
。

五
十
二
年
恩
詔
。
嗣
後
編
審
噌
盆
人
丁
ι

止
持
滋
生
貫
教
審
問
L

其
徴
耽
排
糧
L

伺
按
五
十
年
I
冊
ι

定
篤
常
額
t

続
生
人
了
。
永
平
加
賦
。

郎
ち
康
照
五
十
一
年
に
は
銭
糧
冊
に
記
載
せ
ら
れ
た

r額
を
棋
準
と
し
て
、
同
附
後
と
れ
が
埼
減
を
行
は
ぎ
る
こ
と
h
し
、
次
で
同

五
十
二
年
に
は

五
十
年
の
綴
を
地
丁
の
定
観
と
潟
し
て
、

ム
比
て
ミ
組
訓
ム
」
潟
し

雨
後
永
遠
に
賦
を
加
へ
ざ
る
白
大
詰
を
獲
し

た
。
そ
の
後
発
二
年
(
一
七
二
四
年
)
に
丁
銀
を
地
樋
に
併
合
し
、
無
地
白
丁
は
丁
枕
を
輸
す
る
を
要
せ
ざ
る
と
島
・
為
し
た
が
、
併
し

同
賦
民
税
は
組
訓
忙
濯
っ
て
増
加
し
泣
か
っ
た
。
か
〈
て
悶
賦
正
税
収
入
が
同
定
し
た
の
で
、
爾
後
に
於
け
る
税
牧
の
増
加
は
専
ら

附
加
税
陀
之
を
求
め
る
と
と
も
込
左
り
、
後
世
の
同
紙
附
加
税
が
増
加
し
て
己
主
ぎ
る
の
原
閃
が
、
議
に
町
山
胎
す
る
こ
正
i
h

左
つ

h
o

か
〈
て
康
照
以
後
の
歴
朝
は
「
永
小
加
賦
」
白
組
訓
を
港
守
し
た
が
、
併
し
寅
際
上
に
は
加
賦
白
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
印
ち
革
推
正

の
大
耗
、
乾
降
一
白
平
除
、
茶
道
白
漕
折
等
之
で
あ
る
。
併
し
此
等
白
三
者
は
寧
ろ
附
加
税
白
閥
芽
、
脱
出
鱗
を
な
す
に
過
ぎ
た
い
。
今

日
の
町
賦
附
加
税
の
一
時
同
矢
を
た
す
も
の
は
、
成
豊
初
年
白
「
按
糧
随
徴
津
貼
之
排
法
L

に
困
る
も
の
で
あ
り
、
之
に
上
っ
て
営
時
に
於

け
る
太
平
一
六
凶
り
蹴
を
鎮
定
す
る
忙
要
す
る
軍
資
金
を
調
達
す
る
た
め
、
毎
回
賦
銀
一
雨
に
つ
吉
附
加
税
と
し
て
一
一
隅
を
随
徴
し
た

も
の
之
で
あ
る
♂
党
緒
の
巾
葉
以
後
、
新
政
を
興
す
に
常
っ
て
、
地
方
経
費
は
各
省
に
於
て
自
由
に
調
達
す
る
こ
と
与
な
っ
た
が
、

各
省
に
於
て
は
人
民
の
反
抗
少
左
〈
徴
収
白
容
易
友
る
回
賦
附
加
税
の
形
式

E
以
て
、
之
を
徴
牧
し
た
。
之
よ
り
各
省
に
於
け
る
回

賦
附
加
税
の
名
目
が
漸
〈
繁
多
と
在
っ
た
。
邸
ち
直
隷
白
警
閥
申
畝
拐
、
山
東
白
地
「
改
鑓
徴
牧
、
河
南
心
酌
復
銭
糧
奮
使
、
山
西
白

本
省
賠
款
加
拍
、
江
蘇
、
湖
北
の
域
復
J
漕
徴
償
、
安
徴
、
江
河
、
斯
江
白
下
漕
加
指
、
一
胴
建
、
四
川
、
庚
束
白
加
牧
糧
崎
、
新
川

糧
判
明
、
新
加
三
成
糧
問
相
等
之
で
あ
り
、
そ
の
税
率
、
別
途
、
徴
牧
志
法
は
各
省
に
於
て
異
っ
て
ゐ
'
向
。
併
し
首
時
に
於
け
る
此
等
附

加
税
の
多
〈
は
規
費
(
手
患
い
)
の
件
一
筑
を
帯
び
、
納
税
者
の
負
擦
は
寧
ろ
軽
微
で
あ
つ
や

来{担、前掲論文、六頁。 木村噌太郎民、支那財政論、三二一頁。
朱{型、中岡租税問題、六O頁、六一頁。 、
来f弘前掲論文、八頁、九頁。
え野元之助氏、支那同賦制度と地積整理(上梅繭錨季刊、傍年、第二腕)一五頁。
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民
閣
時
代
T
C

怒
っ
て
、
新
田
賦
附
加
税
の
椴
牧
は
.
宵
隷
、
山
東
の
雨
省
で
始
め
ら
れ
た
。
即
ち
時
間
三
年
十
一
月
、
河
北
円
換

陽
で
背
河
が
決
口
す
る
中
、
正
税
の
一
一
割
に
営
る
附
加
税
を
徴
収
し
て
、
中
央
牧
入
と
し
、
横
陽
河
工
の
一
用
に
充
て
た
。
続
い
て
民

国
四
年
、
中
央
政
府
は
四
年
度
む
収
支
諌
算
の
不
足
額
を
填
補
す
る
方
法
と
し
て
、
各
省
に
電
令

L
、
南
隷
、
山
東
の
党
例
に
倣
つ

一
律
陀
附
加
税
を
増
徴
せ
し
め
た
。
爾
来
附
加
税
の
徴
収
は
漸
増
し
た
が
、
関
民
政
府
の
成
立
後
は
更
に
一
層
繁
望
の
も
む
と

友
っ
た
。

ーに
附
加
税
山
川
市
叫
第
に
苛
責
LP
一
在
る
半
、
既
に
民
闘
一
百
年
十
二
月
に
蓑
肘
凱
は
易
議
院
の
諮
拘
を
椛
で
、
「
附
加
税
は
正
税
白
百
介
。

三
十
を
超
過
す
る
を
得
宇
」
と
の
制
限
を
設
け
た
。
次
い
で
民
図
十
七
年
に
は
1

割
分
同
家
牧
入
地
方
収
入
標
準
」
を
確
立
し
て
、
回

賦
牧
入
を
地
方
牧
入
に
闘
す
る
こ
と
ι
与
し
た
。
認
に
於
て
同
年
十
二
年
に
は
地
方
財
政
白
監
替
官
腐
た
る
財
政
部
よ
り
「
限
制
旧
賦

附
加
校
練
法
」
を
公
布
す
る
こ
と

L
L
h
o

第
一
保
田
賦
正
積
附
加
粧
の
綿
額
は
、
現
時
地
伺
の
百
分
の
一
を
超
過
す
る
を
得
干
。
そ
の
既
に
此
の
数
を
超
過
せ
る
各
牒
は
、
再
び
帯
加
す
る
を

得
f
、
目
つ
法
を
設
け
て
漸
主
減
給
L
、
地
債
百
分
の
一
の
限
度
に
適
合
せ
し
む
4

しも

第
二
樺
田
蹴
附
加
粧
の
総
額
は
、
茜
有
正
砥
白
散
を
超
過
す
る
を
得
f
、
其
の
既
に
正
枕
を
趨
温
せ
る
各
儒
は
、
再
wv
附
加
枇
を
加
ム
る
を
得
f
、

E
っ
措
を
設
け
て
嗣
夫
時
税
し
、
立
軸
と
同
額
た
ら
1
む
ベ
し
。

第
七
保
持
主
報
債
の
貴
行
以
前
に
あ
り
で
は
、
地
慣
の
百
分
教
は
暫
ら
〈
各
麟
現
時
の
地
債
を
瓜
て
標
準
を
す
。

併
し
斯
か
る
規
定
も
空
文
と
化
し
、
旧
賦
附
加
税
は
一
般
に
苛
招
雑
税
中
心
最
も
重
大
在
る
も
白
と
な
っ
民
。
殊
に
民
図
二
十
年

ι託
金
が
底
止
せ
ら
る
h
A

干
、
同
賦
附
加
税
白
精
微
に
一
居
心
拍
車
が
か
け
ら
れ
、
旧
賦
附
加
税
は
各
地
方
政
府
が
共
の
財
政
を
排

現
す
る
唯
一
白
財
源
と
友
り
、
附
加
税
の
名
目
は
頓
に
増
加
を
加
へ
た
。
帥
ち
地
方
政
府
白
行
政
、
公
安
、
保
街
、
教
育
、
衛
生
、

築
路
、
建
誌
、
測
量
、

之
を
閏
賦
附
加
税
に
取
ら
ざ
る
は
友

清
丈
、
慈
善
、

甚
だ
し
き
に
至
つ
て
は
郷
鎖
公
所
の
嗣
閉
会
費
ま
で

支
那
白
農
家
具
』
回
賦
附
加
勃

第
五
ト
二
事

八
回
七

第
六
競

五

8 

来供、中岡租続問題‘寸ヨニ買。
朱f拠、田賦附力H腕之市革(行政院農村復興委員舎、田賦附加税調査)三ヰ頁、
ι二九頁o
天野元之助氏、背栢雑投下白河北農村(硝鍛調査月報、第 T六春、第四競トー頁。
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支
那
の
農
家
主
同
賦
附
加
枕

第
五
十
三
巻

パ
回
凡

第
プて
観

~ 
r、

く
、
現
在
の
如
き
崎
形
病
氏
の
制
度
を
浩
成
す
る
に
至
っ
た
。

裁
に
於
て
中
央
政
府
も
之
に
鑑
み
る
所
あ
り
、
民
国
一
一
十
三
年
五
月
に
第
三
次
空
園
財
政
合
議
を
召
集
し
て
、
旧
賦
附
加
税
の
軽

減
、
苛
拐
雑
税
の
廃
除
に
閲
し
て
討
議
し
た
。
己
の
舎
議
に
、
孔
群
照
は
王
伯
霊
と
白
蓮
署
を
以
て
、
国
賦
附
加
軽
減
に
閲
す
る
財

政
部
案
を
提
出
し
た
。
そ
の
理
由
書
に
日
〈

「
遅
車
各
省
白
田
賦
は
、
従
車
附
加
な
か
り
し
少
数
の
も
の
を
除
け
問
、
大
半
附
加
額
が
E
稔
の
額
を
超
過
し
て
を
り
、
超
過
白
程
度
は
必
ず
し
も
一

棒
で
は
な
い
が
、
民
方
自
負
婚
に
堪
へ
ざ
る
瓢
に
於
て
は
同
様
で
あ
る
。
加
之
、
最
近
競
金
目
庭
府
せ
ら
る
L

宇
、
一
切
の
地
方
単
業
は
事
げ
で
、
同

賦
項
下
に
巧
に
名
目
を
立
て
、
続
々
そ
の
経
費
を
隠
正
帯
伍
す
る
に
至
っ
た
。
今
や
同
賦
附
加
は
、
正
韓
正
超
過
す
る
こ
と
一
一
十
倍
に
達
す
る
も

の
す
ら
あ
り
、
農
村
艇
情
破
産
L
、
民
生
慌
悼
の
極
に
在
る
今
日
に
於
て
、
速
に
挽
教
の
泣
を
講
ぜ
ざ
れ
ば
、
情
勢
町
赴
〈
所
、
民
国
日
に
探
〈
、
共

産
薬
徒
と
れ
を
口
寅
と
し
て
民
棄
を
煽
瑚
ナ
る
倶
あ
り
、
前
途
白
隠
憂
何
ギ
想
設
に
堪
へ
ん
。
是
を
以
て
、
同
賦
附
加
は
、
民
力
を
度
事
L
て
、
大
い

L
K
。

に
削
減
忙
努
む
べ
き
を
至
許
と
す
る
。

己
白
合
議
に
於
て
町
賦
附
加
に
闘
す
る
制
限
祉
に
税
牧
減
補
宏
に
闘
す
る
決
議
が
注
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
る
鮪
は
、

ω各
燃
の
土

地
陳
報
賞
施
後
に
於
て
、
そ
の
報
告
地
債
を
課
税
徴
牧
D
楳
準
に
委
し
得
る
と
き
は
、
と
の
報
慣
に
服
し
て
土
地
を
若
干
等
級
に
分

ち
、
各
等
級
毎
に
平
均
債
栴
を
酌
定
し
て
、
そ
白
百
分
D

一
の
課
税
在
感
す
軒
原
則
と
し
、
附
税
白
名
目
は
一
律
に
之
を
取
消
す
。

そ
の
税
収
の
分
配
は
、
省
四
割
、
鯨
六
割
を
原
則
と
す
る
も
、

各
市
肺
の
地
方
情
形
を
制
町
酌
し
℃
、

之
を
増
減
す
る
と
と
を
得
る
。

(
二
)
土
地
白
清
丈
が
未
だ
寅
行
さ
れ
な
い
以
前
に
於
て
、
各
腕
明
白
田
賦
を
陳
報
地
慣
に
胤
し
て
徴
収
す
る
を
得
な
い
も
わ
は
、
報
告

債
格
友
ぴ
牧
山
止
を
参
照
し
、
原
有
科
則
の
繁
雑
を
筒
翠
に
し
、
新
等
級
に
改
め
て
之
を
徴
牧
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
但
し
附
加
税
は

原
有
正
税
D
抽
相
続
を
超
過
す
る
を
得
た
い
。
原
料
川
則
が
軒
微
で
あ
る
か
、
或
は
過
重
で
あ
る
地
域
に
於
で
は
、

E
附
税
白
合
計
額
が

地
債
の
百
分
の
一
を
超
過
す
る
を
得
た
い

E
と
を
原
則
と
す
る
。
(
三
)
現
在
の
岡
賦
附
加
が
既
に
正
税
在
超
過
せ
る
と
否
と
を
論
ぜ

定員

車瞳村輔、腔陪苛f目雑輯報告(農村復興委員骨骨報、第一巻、第十二放)五頁。
浦鎖、前掲、河北省続制調査報告書、七一頁。
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宇
、
二
十
一
一
年
度
以
降
は
、
如
何
な
る
念
胃
、
如
何
た
る
名
目
を
以
て
す
る
も
、
再
ぴ
増
加
す
る
を
得
悲
ぃ
。
(
四
)
各
牒
隠
郷
鍵
の

臨
時
白
畝
摘
、
機
汲
は
巌
に
禁
止
す
る
。
(
五
)
附
加
税
の
徴
収
期
(
正
積
と
併
せ
徴
耽
す
る
)
が
満
了
す
る
か
、
或
は
本
来
白
徴
収
目
標

が
既
に
存
在
せ
ざ
る
に
至
る
と
き
は
、
直
ち
に
之
を
隣
除
す
ペ
〈
、
再
び
悶
塗
を
務
更
し
て
、
徴
収
を
繕
綾
す
る
を
得
友
い
。
(
六
)

同
賦
附
加
税
に
し
て
現
に
既
に
疋
税
を
超
過
せ
る
も
白
は
、
期
間
を
限
っ
て
逓
減
ナ
ベ
く
、

E
つ
土
地
隙
報
に
よ
っ
て
楠
加
し
た
る

枕
額
は
、
先
づ
第
一
に
附
加
税
栴
減
に
上
る
減
収
補
古
川
の
用
に
之
を
供
す
べ
き
」
も
の
と
す
る
d

か
L
る
決
議
に
従
っ
て
、
回
賦
附
加
税
の
整
理
、
軽
減
を
行
っ
た
省
豚
も
あ
る
が
d

何
分
間
賦
附
加
枕
は
地
方
収
入
の
大
宗
を
在

す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

k
惑
の
決
議
に
齢
し
で
も
、
「
陽
奉
陰
蓮
」
の
態
度
を
と
っ
て
ゐ
る
省
燃
も
少
く
は
在
い
と
思
は
れ
る
。

(
一
)
、
今
誌
に
民
国
一
正
年
以
降
忙
於
け
る
問
賦
附
加
稔
り
増
加
を
一
不
す
た
め
、
寅
業
部
中
央
農
業
寅
臥
刷
所
の
調
交
に
か
h

る
田
賦

E
税
を
一

O
O
と
す
る
附
税
の
割
合
を
示
せ
ば
、
支
那
十
七
省
で
は
左
目
如
き
吠
況
を
呈
し
て
ね
る
。
(
第
一
表
参
照
)

削
ち
十
七
省
を
平
均
せ
る
民
国
元
年
の
水
同
田
賦
疋
税
額
を
一

O
O
と
す
れ
ば
、
附
加
税
額
は
民
国
冗
年
で
は
七
六
に
遁
智
友
か

っ
た
が
、
一

A

十
年
に
は

一
九
と
友
り
、
二
十
二
年
に
は
更
に
一
二
七
に
増
加
し
て
ゐ
る
。

か
く
の
如
く
凹
賦
附
枕
の
正
税
に
劃
す
る
比
翠
は
漸
究
漏
出
増
し
つ
t
A

あ
る
が
、
更
に
ま
た
此
の
比
率
は
各
省
に
於
て
、
ま
た
同
一

の
省
内
に
於
て
も
腕
に
よ
っ
て
著
し
く
異
っ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
河
北
省
静
海
豚
に
於
け
る
民
圏
三
十
二
年
度
の
正
賦
額
に
謝
す
る
訟

定
附
加
資
徴
舗
は
九
一
一
一
労
と
た
っ
て
居
り
、
比
較
的
軽
微
で
あ
る
が
、

E
賦
額
に
到
す
る
地
方
附
加
費
徴
抽
抑
制
酬
の
比
率
は
一
六
入
%

に
速
し
て
ゐ
る
。
ま
た
河
南
省
下
九
腕
に
於
け
る
民
岡
二
十
三
年
度
の
田
賦
疋
税
は
第
二
表
に
一
不
す
如
く
、
各
問
問
と
も
一
律
に
毎
雨

折
銀
二
市
二
角
と
な
っ
て
ゐ
る
が
.
附
加
税
に
至
。
て
は
最
低
の
輝
腕
で
は
二
・
五
一
冗
で
あ
り
、
最
高
の
信
域
で
は
一
二
・
八
冗
に
ま
で

支
那
の
農
家
主
同
賦
附
加
粧

第
五
十
二
巻

七

六
四
九

樺
ノ、

抗

東方平、田賦l咽加税之栂検討(汗血叢書、回賦問題研究)一九六司、一九七頁。
何北省の問賦I~.t加続の組協に就いては、前掲、商鎖、河北省税制調査報告書、
七一頁以下参照。
中岡鰹済勾錘(町、民園二十四年績編、 (F)二七九頁。
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主
那
目
提
家
と
同
賦
附
加
揖

第
五
十
=
巻

第

表

支

那
十

七
省
t亡

於
17 
る
I羽

賦
王E
訟
と
附
掛
と
<0 

割
A 
ロ
( 

# 
年

度
じえコ

E 
枕
を

O 
O 
と』
す"、ノー
)有

O 

多高
~ ノ、
蝉

" 

刊
一
川
一
川
一
日
日
一
円
一
日
目
白
川
町
一
U
H
U一
L-I一

85 

一
川
田
町
市
川
川

同

I司

日

E 

事

表

河
南
省
下
九
燃
の
同
賦
正
枕
と
附
加
揖

達
し
て
居
り
、
そ
り
問
忙
著
し
い
懸
隔
が
あ
る
。

子再雨空

5.30 

12.80 

更
に
江
蘇
省
に
於
け
る
十
三
燃
の
問
賦
E
税
と
附
税
・
と
を
比
較
す
る

に
、
そ
の
比
率
に
は
鯨
に
よ
う
て
著
し
い
懸
隔
が
あ
り
、
海
門
腕
で
は
悶

賦
附
加
積
は

E
税
の
二
十
六
倍
に
も
達
し
て
ゐ
る
。
(
館
一
一
一
表
事
照
)

2.70 

.3.00 

9.30 

10.00 

3.00 

3.GB 

。GQ
G

のん“

2

包

2

2.2 

2.2 

2.2 

銀平

信披

(
二
)
、
吹
に
回
賦
附
加
稔
の
一
種
目
忙
就
い
て
見
る
に
、
そ
れ
は
師
団
め
て

繁
雑
に
し
て
、
支
那
二
十
省
に
於
け
る
附
加
殺
の
種
目
は
合
計
六
百
五
十

秒rM~

臣官按

方蛇

輝鯨

i骨廓

修式

泊111

Z馬車徳、 E草地方行政之財政基礎(政治組梼事報、第三春、第凹期、民図二十四
年七月)七O凹頁。
束方平、前掲論文、一九四買、一九五頁ョ 尤保耕、前掲論文、ご頁、三頁。
壷~j止f 、中岡田賦問題、一八八頁、一八九頁。

，8) 
， 9) 



勝者 lii霊|;hdさ1J号
E214日

第

表

江
蘇
省
十
一
一
一
瞬
の
同
賦
正
附
税
比
較

656 

85~ 

770 

317 

970 

473 

2，603 

635 

191 

151 

164 

696 114.3 

78.8 

71.8 

19.9 

75.5 

69.9 

179 

129.9 

74.4 

82.1 

31.1 

94.6 

16.4 

11.0 

951 

7.5 

4.2 

2.9 

11.0 

148.5 

67.S 

8宮8

49.1 

50.0 

11.1 

割目螺

盟城

東台

泰児黒

砕東

南遇

常熟

英県長

見山

無掛

銅山

奥化

海門

舗

は
自
治
費
な
る
一
項
目
が
加
は
っ
て
合
計
十
一
項
目
と
な
っ
て
ゐ
る
。

助

一
穂
に
達
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
此
の
同
賦
附
加
税
の
種

目
た
る
や
、
民
図
以
来
、
年
と
共
に
繁
多
と
危
り
つ
o
h

あ
る
。
例
へ
ば
河
北
省
大
名
燃
に
於
け
る
民
国
二
十
年

皮
一
の
旧
賦
附
加
税
は
、
警
款
、
閣
宇
款
、
匝
経
費
、
匝
開
費

心
四
項
目
に
過
ぎ
注
か
っ
た
が
、
二
十
一
年
度
比
は
新

に
建
設
局
経
費
、
財
務
局
経
費
、
臨
時
費
、
保
衛
閣
経

費
、
救
消
院
粧
品
丸
、
度
旦
…
爪
術
検
定
所
粧
品
質
の
六
項
目
が

加
は
っ
て
合
計
十
項
目
と
な
り
、
克
に
二
十
一
一
年
度
に

か
く
悶
賦
附
加
税
項
目
。
繁
多
と
在
る
に
仲
ふ
て
、
附
加
税
の
過
重
と
在
る
己
と
は
之
を
免
れ
も
ι
い
と
E
る
で
あ
る
。

E

の
事
は

打
蘇
虚
預
金
併
の
同
賦
附
加
枕
一
鴻
増
の
扶
況
が
之
を
昨
聞
に
示
し
て
ゐ
る
山
(
停
阿
表
参
照
)

四
ち
附
加
税
の
項
目
が
年
九
共
に
愈
々
繁
雑
と
た
る
に
仲
び
、
共
の
税
額
は
愈
土
虫
〈
た
っ
て
ゐ
る
。
印
ち
民
同
二
十
二
年
度
で

は
毎
雨
忙
銀
(
上
下
二
期
毎
雨
を
銀
元
に
撞
算
)
疋
枕
は
一
一
応
正
角
に
過
ぎ
な
い
が
、
附
加
税
は
七
一
五
人
角
一
分
二
驚
に
上
り
、
正
枕
心

( 

U 

、

五
倍
以
上
忙
達
し
℃
ゐ
る
。

こ
の
回
賦
附
加
税
の
徴
収
は
、
普
通
同
賦
f
k
税
の
徴
牧
に
際
し
て
併
せ
徴
収
す
る
と
E
ろ
の
所
調
「
隠
糧
帯
柾
」
白
方
法
に

上
っ
て
ぬ
る
が
、
と
の
附
加
税
徴
牧
白
槙
叩
と
し
て
通
常
探
目
さ
れ
る
も
の
に
は
左
の
四
種
が
あ
る
。

己
の
種
の
標
準
を
採
附
す
る
も
の
に
は
、
断
江
江
山
白
地
了
除
蜂
指
針
雨
一
角
的
如
〈
、

ω、
原
税
に
按
じ
て
徴
課
す
る
も
の

支
那
の
農
家
と
田
賦
附
加
唖

第
五
十
一
巻

六
五

俸
ヌ守

観

九

H晶、陸村復興委員骨、田賦附抑税調査、三一五頁、三一六頁。
行政院陸キ復興委且官、江蘇省農村調査、六三頁。
この内需畢は、河北胡、山東11、山西町、隊商9、両南42、江蘇147、安徽25、湖
北町、制商問、江西町、四川20、雲南17、鹿西15、漸江73、両建14、庚東部、察n昔爾

20) 

21) 
22) 



支
那
の
農
家
と
田
賦
附
加
揖

第
五
十
二
巻

六
ヨ王

第
間
表

江
蘇
省
泰
麟
に
於
け
る
田
賦
附
加
積
週
暫
股
況

続 民図七年民閤~. .:'ip.一I十民八年間問i民二十一年陣ーl 

正 続 1.8 1.8 

昔、 F甘 設 0.3 0.3 0.25 0.25 0.25 

鱗 同f 稔 0.30 0.30 0却|

徴i肱費或は手数料} 0.084 0.082 0.082 I 

清明:粧費 0.2 

0.2 普 備 隊叡費 0.2 0.2 I O.~ 0.3 

水利 組費 0.08 

新案畝掲 0.4 

治港畝掲 0.4 

教育輝費 0.08 0.08 I 

普敬畝招 2.0 

積穀鰹費 0.1 0.1 

三里 J詞建附費 0.1 0.1 

市拙行政費 1.3 1.3 

公安経費 0.5 0.5 

築路純費 1.0 1.0 

新暫公安組費 0.6 0.6 

農業改良拐 0.4 

掬不補政地方組III算費

徴省回合牒附銀E祇元裾各換及積算び日併毎額計 2.3 2.384 
第
六
輔

O 

「
同
L
に
技
中
る
も

の
、
四
川
藤
山
の

修
よ
岨
局
経
費
毎
牛

牧
鏡
四
百
文
の
如

ぐ
「
牛
」
に
按
中
る

も
白
、
江
蘇
商
郵

の
柿
米
義
穀
招
毎

捨
帯
徴
一
元
の
如

〈
「
捨
L

に
按
十
る

も
白
、
安
徽
給
鯨

。
常
平
倉
持
元
附

加
二
元
の
如
〈
、

「一花
L

に
按
や
る
も

の
等
が
あ
る
。

(2) 

畝
に
按
じ

て
徴
謀
す
る
も
の

例
へ
ぽ
江
西
南
康
の
畝
担
、
各
畝
年
徴
二
角
の
劃
昔
、
ま
た
康
東
成
率
目
撃
費
附
加
、
毎
畝
年
徴
一
分
入
管
の

8、寧夏4、新司齢、甘粛13種聞となってゐる。東方平、前掲論文、一七一頁。
柴武庫、 M北也、ト一瞬凪酷概況(輯持続計季刊、静ニL也、第三期)六五回頁。
農村守;興漫閏合、同賦附加間前査、三二買、三三頁c
劉世仁、中岡田賦問題、一六六頁。 26) 同書、一六七頁e

)
〕
)

3
4
5
 

2

2

2

 



如
き
之
で
あ
る
。

川
刷
、
中
浜
に
按
じ
て
徴
課
す
る
も
の

例
へ
ば
成
東
明
不
の
合
拐
の
如
き
は
市
川
県
議
鴇
)
毎
捉
牧
銀
二
分
と
友
っ
て
居
り
、
江
西

業
平
の
了
米
附
加
の
如
き
も
市
要
録
川
味
収
録
二
分
と
な
っ
て
ゐ
る
。

ル
判
、
戸
に
按
じ
て
徴
課
す
る
も
の
例
へ
ば
掛
け
仏
新
幹
ι

の
地
丁
吊
指
、
句
戸
一
角
一
分
の
如
雪
之
で
あ
る
山

東
日
レ
乙
の
旧
蜘
附
加
称
の
徴
牧
に
つ
い
て
ル
、
た
の
い
川
L
q
九悦弊
hι
作

uv
と
と

γ免
れ
危
い
訓

川
、
徴
牧
明
日
に
ヲ
い
て
は
、
中
国
交
枇
両
市
)
に
只
年
を
記
し
て
、
月
日
を
記
入
し
在
い
も
の
が
あ
り
(
例
へ
ば
江
蘇
鎮
江
、
句
容
、
溜

雲
、
世
襲
腔
腕
、
銅
山
町
、
山
市
公
夏
、
湖
北
肱
也
、
ま
た
徴
牧
年
月

H
E金
〈
記
入
し
た
い
も
の
が
あ
る
(
例
へ
ば
江
蘇
在
品
。

ω・
牒
政
府
、
服
長
、
財
政
局
等
の
名
義
を
用
ゐ
て
徴
税
す
る
も
、
別
に
市
副
市
に
経
徴
同
目
白
筆
名
荒
字
(
固
有
名
捺
印
)
の
友
い
も
白

舗

が
あ
る
{
江
鯨
江
寧
、
句
{
軒
、
能
障
、
描
開
場
、
安
徽
輔
同
師
、
銅
陸
瞬
、
湖
北
陸
披
の
如
し
)
。

ω、
附
加
税
の
名
目
及
び
税
制
酬
を
表
示
す
る
た
め
、
巾
巣
上
に
木
被
(
木
版
)
を
捺
し
℃
居
る
が
、
そ
れ
が
苑
だ
し
〈
不
鮮
明
左
も

の
が
あ
る
(
江
藤
江
寧
、
鎮
江
、
句
容
、
拡
陰
、
瀧
嵩
、
安
徽
時
勝
、
銅
陵
町
如
L
J
。

ω、
附
加
税
の
激
牧
に
は
、
毎
畝
、
毎
岡
、
毎
一
万
、

P
同
市
榊
徴
若
干
等
と
書
い
て
ゐ
る
が
、
各
国
間
戸
の
納
む
べ
雪
総
額
kr一
記
入
し

な
い
も
の
が
あ
る
(
江
蘇
句
特
、
世
除
、
海
袋
、
安
川
築
様
、
銅
陵
脈
、
湖
北
陸
城
町
I

如

L
J
。

的
、
貨
幣
山
単
位
が
不
統
一
忙
し
て
、
「
雨
」
、
「
一
五
」
、
「
石
」
、
「
元
」
の
換
算
が
倒
め
て
繁
雑
で
あ
る
(
江
蘇
何
事
、
前
陰
、
滞
雲
、
安
徴

税
螺
白
如
し
)
。

判

的
、
市
巣
上
に
旧
畝
数
を
記
載
し
在
い
も
の
が
あ
り
(
江
蘇
樫
雲
瞬
、
安
徽
銅
陵
、
湖
北
膳
城
}
、

のリ

の
も
あ
る
(
山
束
折
ホ
)
。

ま
た
地
主
の
住
所
を
記
載
し
な
い
も

支
那
の
凪
民
家
と
同
賦
附
加
税

第
五
十
二
巻

第
六
掛

六
五

農村復興委員音、問賦附加種調査、六三頁、八九買、一九五頁、 二九四頁、
三の九百、三三七頁、三六ー頁 28) 同存、一八二頁。
同書、五三頁、八九頁、一八二民、一九三工買、二九四頁、三O九頁、三六一頁。
同書、五三頁、六三頁、八九頁、一八二頁、一九五頁、二九四頁、三O九頁。

27) 

29) 
30) 



支
那
の
農
家
と
同
賦
附
加
稔

第
五
寸
二
容

第
六
腕

六
五
回

問
、
阿
加
税
の
徴
収
に
際
し
て
多
〈
は
共
の
決
議
機
闘
を
設
明
し
て
庶
ら
十
、
之
忙
上
っ
て
和
税
い
止
法
精
岬
を
快
い
て
ゐ
る
も
の

注"

が
あ
る
(
江
蘇
縄
江
、
抗
除
、
樫
雲
、
安
徽
掛
麻
)
。

旧
日
叫
附
加
枕
の
徴
牧
上
に
は
、
か
t
A
3
師
眼
球
と
、
煩
雑
と
を
仲
ふ
か
ら
、
之
に
乗
じ
て
徴
税
背
史
は
浮
牧
(
蝕
分
の
徴
牧
)
や
中
飽

(
不
正
な
コ
ン
さ
ツ
シ
ヨ
ン
&
り
)

を
行
ひ
、
そ
れ
が
人
民
に
射
す
る
無
形
心
負
婚
と
夜
り
、
そ
の
苛
草
の
程
度
に
五
つ
て
は
有
形
の
附

加
粧
そ
の
も
の
に
譲
ら
友
い
有
様
で
あ
る
。

(
四
)
、
か
く
白
如
〈
に
し
て
徴
牧
さ
れ
る
同
賦
附
加
税
収
入
が
、
如
何
程
る
方
耐
に
支
出
さ
れ
る
か
、
そ
の
別
途
に
つ
い
て
考
察

ず
る
に
、
公
安
経
費
、
保
衛
閉
経
費
及
び
警
務
経
費
等
の
如
き
治
安
維
持
費
が
最
高
比
翠
を
占
め
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
河
北
省
締
此
川
勝

却

で
は
左
の
mm
況
を
呈
し
て
ゐ
る
。

停
五
量

河
北
静
海
娠
の
同
賦
附
加
租
の
用
金
分
配
(
車
枕
元
)

一
津
田
円
一

一
一
一
「
「

f

z
d
s
一一八・口一回、苦三一五一一

百
三
一
zλ

一一口、喜一一一人・一二

苫
口
口
一
七
三
一
一
一
回
、
一
三
一
千
二

し

」

L

E

r

妻 美え

さ章者

一

務

一

却

材

敬

背

一
一
一
一
元
一
叶
ー
ゴ
引
斗

l
引

一
、
素
二
千
二
一
室
一
一
一
宍
・
=
一
一
語
。
一

一一一、毛穴三一-一二

3
口
二
五
・
七
ー
一

五一J
X
D

一
回
一
一
三
一
一
一
、
三
一
一
十
一
一
、
喜
一

締

孝士

衛

手を

育

保

主下

抗

額

% 

元

。ν/。

元

民民r.o:::

幽岡 岡

寸 寸十

年 '1 年

弓

-
E

. 

か
L
る
欣
況
は
一
首
に
静
海
販
の
み
に
限
ら
宇
、
支
那
各
省
の
普
遁
的
現
象
と
な
っ
て
ゐ
る
。
活
来
、
保
街
公
安
心
目
的
は
、
人
民

を
し
て
安
府
勢
業
せ
し
む
る
に
あ
る
が
、
農
民
は
共
の
身

k
r
不
断
に

H
大
た
る
保
衛
公
安
経
費
を
捻
は
さ
れ
る
結
川
市
と
し
て
、
農

同書、主主主七頁。

同書、八九頁、 八三頁、 九五頁、二九回頁、三一O頁、三六ー頁、
同書、八九頁、ーへ二頁、 九五頁、二九回頁。
同帯、一九五頁、三O九頁、三六ー頁。
同書、六三頁、 ーへ二頁、一九五頁、二九回頁。

可4)

31) 
32) 
33) 
35) 



民
は
安
居
築
業
ず
る
能
は
A
Y
、
苛
重
の
負
捨
に
桂
へ
宇
し
て
、
反
っ
て
多
く
は
身
主
挺
し
て
険
に
走
る
分
干
を
増
加
し
、
農
村
が
愈

々
騒
々
し
く
た
り
、
保
街
公
安
組
織
も
従
っ
て
ま
た
大
と
な
り
、
経
費
負
携
も
愈
干
多
く
友
り
、
之
に
よ
っ
て
農
民
の
負
婚
も
更
に

愈
々
多
〈
友
り
、
農
村
が
愈
々
験
々
し
く
友
る
こ
と
を
売
れ
た
い
の
か
ミ
る
因
果
的
循
壊
と
そ
、
田
賦
附
加
税
の
最
大
矛
盾
と
た
っ

て
ゐ
る
。
問
賦
附
加
税
収
入
白
川
註
中
、

建
設
、

教
育
、
農
業
改
良
等
白
諸
経
費
で
あ
る

保
街
公
安
等
の
経
費
に
つ
ぐ
も
の
は
、

が
、
賓
砂
上
、
各
豚
の
地
方
支
出
は
保
街
公
安
等
白
絞
費
を
除
け
ば
、
そ
の
険
心
大
部
分
は
均
し
く
行
政
費
で
あ
り
、
民
に
農
村
の

m
 

た
め
に
附
ゐ
ら
れ
る
も
り
は
、
賓
に
蒼
海
の
一
粟
に
過
ぎ
た
い
と
さ
へ
謂
は
れ
て
ゐ
る
υ

例
へ
ば
斯
江
龍
、
必
勝
に
於
で
は
、
刷
版
附

加
税
牧
入
の
別
途
中
、
農
民
主
利
す
る
も
白
は
教
育
附
摘
と
治
晶
経
費
白
二
穫
に
過
ぎ
中
、
然
か
も
と
の
附
者
を
合
L
て
僅
に
附
税

同
町

線
牧
入
の
一
十
分
の
一
を
占
め
る
に
過
ぎ
た
い
有
様
で
あ
る
。

四

斯
か
る
旧
賦
附
加
税
が
支
郡
農
家
に
針
し
て
直
接
如
何
た
る
重
障
と
在
っ
て
ゐ
る
か
を
立
詮
す
ぺ
者
充
分
た
る
資
料
が
友
い
。
官

裕
腕
肺
で
あ
り
、
ま
た
賓
験
廓
で
あ
る
河
北
定
腕
に
於
て
も
、
「
民
国
二
十
二
年
肢
の
闘
税
は
約
三
十
七
寓
元
、
省
税
は
約
十
九
寓
元
、

勝
地
方
摘
は
約
十
五
寓
元
、
共
他
の
雑
項
指
款
は
約
三
十
三
高
一
花
、
合
計
額
約
百

O
岡
高
元
で
あ
る
。

鳩

約
二
一
一
芯
六
角
に
し
で
、
臼
刊
家
約
十
五
元
を
負
拾
し
て
ゐ
る
。
」
一
印
し
て
定
臓
の
農
家
は
半
均
二
一
・
二
畝
、
毎
人
平
均
三
・
六
畝
を
耕

一
ヶ
年
平
均
毎
人
の
負
捨
は

作
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
た
い
拙
か
ら
考
へ
、
右
り
税
抱
負
搭
(
同
賦
附
加
税
以
外
白
凡
て
白
税
拐
を
も
合
む
)
は
相
官
に
重
い
も
の
と
云
ム
ベ

き
で
あ
る
。
そ
の
他
白
河
北
省
の
中
に
は
、
上
等
の
岡
地
で
は
侍
畝
三
一
冗
か
ら
四
元
の
徐
利
牧
入
の
あ
る
も
白
も
あ
る
が
、
下
等
間

で
は
一
、
二
一
一
川
に
過
恒
三
た
い
。
然
る
に
拘
ら
子
、
同
賦
及
び
附
加
税
は
三
角
(
一
角
は
十
銭
)
か
ら
七
、
八
角
に
上
る
か
ら
、
「
下
等
同

の
農
民
(
自
称
農
を
持
す
)
は
共
の
杢
部
の
利
得
を
削
駄
及
ぴ
附
加
税
の
支
携
に
充
て
、
北
九
の
他
の
拘
税
は
同
を
賓
り
又
は
借
金
を
し
て

支
那
の
農
家
主
岡
蹴
附
加
税

一
ハ
五
五

童書
プす

披

第
五
寸
一
巻

i.1.~華徳、煙草地方行政之財政基礎(政治糎済事報、第三巻、第四期)七O二頁。
前摘、農村復興委員官官報、管巻、帯十二腕、九頁、ーO頁。
農村復興委員舎、所江省農村調査、四一頁。
事景穂、定勝土地調査(世曾科串、第一巻、第二期)四三八頁。

36) 
37) 
38) 
39) 



第
主
十
二
巻

支
部
の
農
家
ξ
同
賦
附
加
積

錦

之
を
納
め
て
ゐ
る
L

ゃ
う
た
樹
端
友
底
も
あ
る
。
ま
た
江
蘇
省
江
事
臓
に
於
て
は
、
民
図
一
一
十
年
度
の
古
附
雨
穂
綿
額
は
毎
畝
九
角

大

E
六

第
六
競

四

以
上
な
る
に
、
保
畝
よ
り
の
牧
穫
は
二
石
に
過
ぎ
中
、
昨
年
の
相
揚
に
よ
っ
て
賓
る
に
僅
忙
一
石
一
一
元
で
島
り
、
却
ち
阿
賦
は
査
収

見

穫
の
四
分
の
一
を
占
め
て
ゐ
る
。
更
に
淑
江
省
平
湖
燃
で
は
、
普
通
水
田
一
畝
か
ら
、
米
一
石
五
、
六
斗
を
牧
穫
し
得
べ
〈
、
共
の

値
は
約
十
四
元
で
あ
り
、
そ
の
他
油
菜
子
六
十
を
収
穫
す
べ
〈
、
そ
の
値
は
約
二
元
七
角
で
あ
り
、
稲
梓
は
六
百
斤
、
そ
の
他
は
約

四
一
冗
五
角
で
あ
り
、
合
計
待
畝
の
牧
入
は
二
十
一
元
二
角
で
あ
る
。
市
し
て
生
産
費
と
し
て
旬
畝
瀦
概
費
一
元
五
角
、
肥
料
費
二
元

五
角
、
種
子
費
二
元
、
持
働
費
約
八
一
河
(
二
十
日
分
)
、
合
計
十
四
元
主
要
ナ
る
P

位

よ
り
納
む
べ
き
問
駄
疋
附
税
合
計
は
一
元
一
角
九
分
と
在
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
国
賦
区
間
合
計
額
は
水
同
の
飴
刺
牧
銭
円
一
七
%
に
首

従
っ
て
飴
剰
は
毎
畝
七
一
克
二
角
で
あ
り

そ
白
内

っ
て
ゐ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
支
那
農
家
に
到
す
る
回
賦
附
加
枕
の
古
川
原
稗
度
を
概
一
耳
し
た
。
向
ほ
注
意
す
べ
雪
は
、
同
賦
王
附
税
は
凶
地
の
所

そ
の
負
婚
は
佃
農
(
小
作
農
)
に
ま
で
及
ば
な
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
易
い
駄
で
あ

有
者
に
の
み
賦
加
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

る
。
併
し
賓
際
上
に
於
て
は
地
主
は
常
に
容
易
に
小
作
料
を
増
徴
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
と
の
穏
の
賊
税
の
負
捨
を
佃
農
に
縛
嫁
し

得
る
も
の
で
あ
る
。
己
の
事
は
小
作
制
度
の
完
備
し
て
ゐ
泣
い
支
那
に
於
て
容
易
に
忽
像
し
得
る
底
で
あ
る
。
全
た
或
る
地
方
で
は

4
 

地
主
vc
仰
山
町
民
と
の
問
に
、
己
目
種
賦
棋
の
負
捨
割
合
を
協
定
し
て
ゐ
る
庭
さ
へ
も
あ
る
。
か
〈
白
如
ぐ
考
察
し
来
る
と
き
は
、
問
賦

附
加
税
は
支
那
農
村
全
般
の
重
大
問
題
た
る
己
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ら
う
。
更
に
北
支
の
諸
省
で
は
、
臨
時
の
「
灘
款
」
が
同
賦

附
加
税
以
上
に
農
民
生
前
に
封
し
て
重
師
団
を
加
へ
つ
t
A

あ
る
己
と
を
者
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

か
i
h

る
日
賦
附
加
況
の
重
座
を
緩
和
す
る
た
め
、
閥
民
政
府
に
於
て
も
川
崎
国
十
七
年
は
「
隈
制
悶
賦
附
加
穂
耕
法
」
を
公
布
し
、
市
-

い
で
民
圃
二
十
三
年
に
第
二
次
金
属
財
政
合
議
が
開
催
さ
れ
る
や
、
悶
賦
附
加
税
白
軽
減
、
苛
指
雑
税
の
廃
除
に
闘
す
る
決
議
が
友

廟組、闘潰過程中之何北農村(中園経済、静巻、策阿Ji期)ご買。
許嫌新、中国指和白書喜重み農村担梼の浪落、新中華、俸十二巻、参事十二期、(満
錨調査月報、第十五巻、第一腕)一六三頁。
中央政治皐校地政串院興平糊勝政府、平湖之土地経摘、--問六頁。
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さ
れ
た
と
と
は
既
速
の
如
〈
で
あ
る
ロ
併
し
此
の
決
議
が
支
那
全
省
に
正
っ
て
如
何
在
る
頼
度
に
ま
で
賓
施
せ
ら
れ
で
ゐ
る
か
は
疑

は
し
い
。

今
中
東
亜
新
秩
序
の
建
設
に
遜
迭
す
べ
き
秋
に
際
し
、
支
那
の
義
民
生
活
を
慶
治
し
、
ひ
い
て
共
の
農
業
生
産
力
の
設
展
を
阻
害

す
る
習
慣
制
下
の
同
賦
附
加
枕
は
、
円
品
然
批
判
の
針
象
と
左
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
支
那
同
賦
世
附
税
の
一
改
革
に
つ
い
て
は
、
漸

次
各
省
児
土
地
調
賓
を
賓
施
し
て
、
士
地
地
問
の
整
理
を
行
ひ
、
英
の
賃
貸
慎
格
又
は
地
慣
を
調
査
し
、
之
を
課
税
の
基
準
と
ず
る

近
代
的
白
地
租
及
び
地
租
附
加
税
制
度
に
改
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
併
し
此
の
場
合
に
於
て
も
支
部

k
地
制
度
の
特
殊
性
を
も
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
が
、
之
を
加
味
せ
る
具
鰹
的
政
策
に
つ
い
て
は
抜
で
は
之
に
慣
れ
た
い
乙
と
L
す
る
。

-

支
那
目
農
家
ム
」
回
賦
附
加
担

第
五
十
二
巷

六
五
七

第
六
競

主五

前掲、農村復興委員官官報、第一巻、第十二焼、三頁、
制へは糞東地匝農村賞態調査担、，第一回葉東地匝内謹揮農村賢哲調杢概些報
告書(昭和十一年)四四頁参照。
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